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目

次

告

示
平
成
十
五
年
、
平
成
十
六
年
及
び
平
成
十
七
年
に
お
け
る
島

根
県
立
中
央
病
院
の
医
療
廃
棄
物
等
処
理
業
務
の
委
託
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等

（
医

療

対

策

課
）

一

平
成
十
五
年
度
及
び
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
島
根
県
立
中

央
病
院
の
設
備
運
転
管
理
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
指
名
競

争
入
札
の
参
加
資
格
等

（

〃

）

三

保
安
林
の
指
定
（
三
件
）

（
森

林

整

備

課
）

五

漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
基
づ
く
同
意

（
漁

業

管

理

課
）

六

土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

（
用

地

対

策

課
）

六

都
市
計
画
事
業
の
認
可

（
都

市

計

画

課
）

七

公

告
使
用
者
委
員
及
び
労
働
者
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
期
間

（
労

働

政

策

課
）

八

建
設
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
停
止

（
管

理

課
）

八

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（
都

市

計

画

課
）

九

選
管
告
示

地
方
自
治
法
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
に
規
定
す
る
有
権
者
数

九

告

示

島
根
県
告
示
第
千
七
十
八
号

平
成
十
五
年
、
平
成
十
六
年
及
び
平
成
十
七
年
に
お
け
る
島
根
県
立
中
央
病
院
の
医
療
廃
棄
物
等
処
理

業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
、
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
資
格

審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
（
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

資
格
審
査
の
対
象
と
な
る
営
業
種
目

（ ）一

一
般
廃
棄
物
処
理
業

（ ）二

産
業
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業

二

資
格
審
査
の
申
請
手
続

（ ）一

提
出
書
類

イ

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

ロ

法
人
に
あ
っ
て
は
、
登
記
簿
謄
本

ハ

個
人
に
あ
っ
て
は
、
誓
約
書

ニ

営
業
経
歴
書

ホ

審
査
基
準
日
（
平
成
十
四
年
十
二
月
一
日
）
前
一
年
に
お
け
る
島
根
県
税
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
係
る
納
税
証
明
書

へ

審
査
基
準
日
の
直
前
二
年
間
の
営
業
年
度
の
財
務
諸
表
（
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰

余
金
又
は
欠
損
金
の
処
理
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
い
う
。
）（
個
人
に
あ
っ
て
は
、
青
色

申
告
書
又
は
資
産
及
び
負
債
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
）

ト

営
業
に
必
要
な
許
可
、
認
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

チ

印
鑑
証
明
書

リ

契
約
等
に
使
用
す
る
印
鑑
に
つ
い
て
の
届

ヌ

島
根
県
と
の
取
引
に
当
た
っ
て
、
代
理
人
を
定
め
る
場
合
は
、
委
任
状
及
び
代
理
人
と
な
る
者
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の
誓
約
書

ル

誓
約
書

ヲ

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（ ）二

書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等

イ

申
請
書
及
び
財
務
諸
表
は
、
日
本
語
で
作
成
す
る
こ
と
。
そ
の
他
の
提
出
書
類
で
外
国
語
で
記

載
し
た
も
の
に
は
、
日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し
、
又
は
添
付
す
る
こ
と
。

ロ

金
額
欄
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規

定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、
記
載
す
る
こ
と
。

（ ）三

書
類
の
提
出
先
及
び
提
出
方
法

島
根
県
出
雲
市
姫
原
四
丁
目
一
ノ
一

島
根
県
立
中
央
病
院
事
務
局
総
務
課
へ
持
参
す
る
こ
と

（ ）四

書
類
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

イ

受
付
期
間

平
成
十
五
年
一
月
十
五
日
か
ら
同
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
平
成
十
六
年
一
月

十
五
日
か
ら
同
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
行
う
。（
島
根
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平

成
元
年
島
根
県
条
例
第
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）

ロ

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で
及
び
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時

三
十
分
ま
で
と
す
る
。

（ ）五

受
付
方
法

事
情
聴
取
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三

入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
及
び
格
付

（ ）一

資
格
審
査
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
ご
と
に
審
査
し
、
別
に
定
め
る
格
付
基
準
に
よ
り
格

付
け
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

審
査
基
準
日
の
直
前
二
年
間
の
年
間
平
均
営
業
実
績
高

ロ

審
査
基
準
日
の
直
前
決
算
に
お
け
る
島
根
県
と
の
取
引
実
績
高

ハ

審
査
基
準
日
の
直
前
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
の
額

ニ

審
査
基
準
日
の
直
前
決
算
に
お
け
る
設
備
、
機
械
器
具
等
の
所
有
状
況

ホ

審
査
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
事
業
に
従
事
す
る
職
員
の
数

へ

審
査
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数

ト

審
査
基
準
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
流
動
比
率
（
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負

債
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

チ

審
査
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
許
可
業
種
と
許
可
品
目

（ ）二

格

付

四

申
請
書
類
用
紙
及
び
資
格
審
査
申
請
要
領
の
交
付
期
間
及
び
交
付
時
間
並
び
に
交
付
場
所

（ ）一

交
付
期
間
及
び
交
付
時
間

イ

交
付
期
間

二
（ ）四
イ
に
同
じ
。

ロ

交
付
時
間

二
（ ）四
ロ
に
同
じ
。

（ ）二

交
付
場
所

出
雲
市
姫
原
四
丁
目
一
ノ
一

島
根
県
立
中
央
病
院
事
務
局
総
務
課
と
す
る
。

五

入
札
参
加
資
格
の
登
録
の
有
効
期
間

資
格
を
認
定
さ
れ
た
と
き
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。

六

入
札
参
加
資
格
審
査
の
結
果
の
通
知
等

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知
、
申
請
書
の
記
載
事
項
の
変
更
届
及
び
資
格
の
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て

は
、
庁
舎
の
清
掃
業
務
及
び
警
備
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

六
十
二
年
島
根
県
告
示
第
二
百
十
一
号
）
第
六
条
及
び
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ

る
。

七

入
札
に
参
加
で
き
な
い
者

（ ）一

特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い

者
及
び
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

（ ）二

次
の
イ
か
ら
へ
ま
で
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
間
を
経
過

し
な
い
者
（
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者

を
含
む
。
）

イ

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
物
品
の
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品
質
若
し
く
は
数

量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者

平成14年12月24日 第1,431号島 根 県 報

区

分

Ａ

等

級

Ｂ

等

級

一
般
廃
棄
物
処
理
業
務

三
十
点
以
上

三
十
点
未
満

産
業
廃
棄
物
及
び

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
務

三
十
五
点
以
上

三
十
五
点
未
満



（ 3 ）

ロ

公
正
な
競
争
の
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価
格
の
成
立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益

を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

ハ

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

ニ

監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
、
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

ホ

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
を
契
約
の

履
行
に
当
た
り
、
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者

（ ）三

営
業
に
関
し
、
許
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
受
け
て
い
な
い
者

（ ）四

島
根
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

（ ）五

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

（ ）六

提
出
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者

八

特
例

（ ）一

二
（ ）四
イ
及
び
四
（ ）一
イ
の
規
定
は
、
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
係
る
島
根
県
会
計
規
則

の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
七
年
島
根
県
規
則
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

入
札
参
加
資
格
審
査
に
つ
い
て
は
、
適
用
が
な
い
も
の
と
す
る
。

（ ）二

前
記
（ ）一
に
規
定
す
る
入
札
参
加
資
格
審
査
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
入
札
参
加
資
格
は
、
特
定
調
達
契

約
（
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
を
い
う
。）
に
係
る
入
札
に
参
加
す

る
場
合
に
限
り
有
効
と
し
、
そ
の
有
効
期
間
は
、
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認
め
ら
れ
た

と
き
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。

九

そ
の
他

資
格
審
査
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
島
根
県
立
中
央
病
院
事
務
局
総
務
課
（
電
話
〇
八
五
三－

二
二－

五
一
一
一
（ ）代
）
に
す
る
こ
と
。

島
根
県
告
示
第
千
七
十
九
号

平
成
十
五
年
度
及
び
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
島
根
県
立
中
央
病
院
の
設
備
運
転
管
理
業
務
の
委
託
契

約
に
係
る
指
名
競
争
人
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条

の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

資
格
審
査
の
対
象
と
な
る
営
業
種
目

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業

二

資
格
審
査
の
申
請
手
続

（ ）一

提
出
書
類

イ

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

ロ

法
人
に
あ
っ
て
は
、
登
記
簿
謄
本

ハ

個
人
に
あ
っ
て
は
、
誓
約
書

ニ

営
業
経
歴
書

ホ

審
査
基
準
日
（
平
成
十
四
年
一
二
月
一
日
）
に
お
け
る
島
根
県
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

に
係
る
納
税
証
明
書

へ

審
査
基
準
日
の
直
前
二
年
間
の
営
業
年
度
の
財
務
諸
表
（
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰

余
金
又
は
欠
損
金
の
処
理
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
い
う
。
）（
個
人
に
あ
っ
て
は
、
青
色

申
告
書
又
は
資
産
及
び
負
債
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
）

ト

営
業
に
必
要
な
許
可
、
認
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

チ

印
鑑
証
明
書

リ

契
約
等
に
使
用
す
る
印
鑑
に
つ
い
て
の
届

ヌ

島
根
県
と
の
取
引
に
当
た
っ
て
、
代
理
人
を
定
め
る
場
合
は
、
委
任
状
及
び
代
理
人
に
な
る
者

の
誓
約
書

ル

誓
約
書

ヲ

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（ ）二

書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等

イ

申
請
書
及
び
財
務
諸
表
は
、
日
本
語
で
作
成
す
る
こ
と
。
そ
の
他
の
提
出
書
類
で
外
国
語
で
記

載
し
た
も
の
に
は
、
日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し
、
又
は
添
付
す
る
こ
と
。

ロ

金
額
欄
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
定
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規

定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、
記
載
す
る
こ
と
。

（ ）三

書
類
の
提
出
先
及
び
提
出
方
法
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島
根
県
出
雲
市
姫
原
四
丁
目
一
ノ
一

島
根
県
立
中
央
病
院
事
務
局
総
務
課
へ
持
参
す
る
こ
と
。

（ ）四

書
類
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

イ

受
付
期
間

平
成
十
五
年
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
平
成
十
六

年
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
（
島
根
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
島
根
県
条
例
第
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休

日
を
除
く
。
）

ロ

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で
及
び
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時

三
十
分
ま
で

（ ）五

受
付
方
法

事
情
聴
取
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三

入
札
参
加
の
資
格
審
査
及
び
格
付

資
格
審
査
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
ご
と
に
審
査
し
、
別
に
定
め
る
格
付
基
準
に
よ
る
格
付

す
る
も
の
と
す
る
。

（ ）一

審
査
基
準
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
二
年
間
に
お
け
る
年
間
平
均
売
上
高

（ ）二

審
査
基
準
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
の
額

（ ）三

審
査
基
準
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
年
度
の
決
算
に
お
け
る
工
具
器
具
備
品
の
所
有
状
況

（ ）四

審
査
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
事
業
に
従
事
す
る
職
員
の
数

（ ）五

審
査
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数

（ ）六

審
査
基
準
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
流
動
比
率
（
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債

の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

（ ）七

審
査
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
危
険
物
取
扱
者
（
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

第
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
の
数

（ ）八

審
査
基
準
日
の
前
口
に
お
け
る
ボ
イ
ラ
ー
技
士
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省

令
第
三
十
二
号
）
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
免
許
の
種
類
が
特
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
、
一
級
ボ
イ
ラ
ー

技
士
又
は
二
級
ボ
イ
ラ
ー
技
士
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
の
数

（ ）九

審
査
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
電
気
工
事
士
（
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十

九
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
の
数

（ ）十

審
査
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
消
防
設
備
士
（
消
防
法
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
消
防
設
備
土

免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
の
数

（ ）十一

審
査
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
消
防
設
備
点
検
資
格
者
（
消
防
設
備
点
検
資
格
者
と
な
る
た
め
に

必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
（
昭
和
五
十
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
に

規
定
す
る
消
防
設
備
士
資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
の
数

（ ）十二

審
査
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
防
災
セ
ン
タ
ー
要
員
講
習
受
講
者
（
消
防
計
画
に
定
め
る
防
火
上

必
要
な
教
育
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
防
災
セ
ン
タ
ー
要
員
に
対
す
る
も
の
を
定
め
る
件
（
平
成
六
年

消
防
庁
告
示
第
十
号
）
に
規
定
す
る
受
講
修
了
証
の
交
付
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
の
数

（ ）十三

病
院
に
係
る
設
備
運
転
管
理
業
務
実
績

四

申
請
書
類
用
紙
及
び
資
格
審
査
申
請
要
領
の
交
付
期
間
及
び
場
所

（ ）一

交
付
期
間
及
び
交
付
時
間

イ

交
付
期
間

二
（ ）四
イ
に
同
じ

ロ

交
付
時
間

二
（ ）四
ロ
に
同
じ

（ ）二

交
付
場
所

イ

島
根
県
出
雲
市
姫
原
四
丁
目
一
ノ
一

島
根
県
立
中
央
病
院
事
務
局
総
務
課
と
す
る
。

五

入
札
参
加
資
格
の
登
録
の
有
効
期
間

資
格
を
認
定
さ
れ
た
と
き
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
二
八
日
ま
で
と
す
る
。

六

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知
等

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知
、
中
請
書
の
記
載
事
項
の
変
更
届
及
び
資
格
の
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て

は
、
庁
舎
の
清
掃
業
務
及
び
警
備
業
秘
の
委
託
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

六
十
二
年
島
根
県
告
示
第
二
百
十
一
号
）
第
六
条
及
び
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ

る
。

七

入
札
に
参
加
で
き
な
い
者

（ ）一

特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い

者
及
び
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

（ ）二

次
の
イ
か
ら
へ
ま
で
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
間
を
経
過
し

な
い
者
（
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
を

含
む
。
）

イ

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
物
品
の
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品
質
若
し
く
は
数

量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者

ロ

公
正
な
競
争
の
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価
格
の
成
立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益

平成14年12月24日 第1,431号島 根 県 報



（ 5 ）

を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

ハ

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

ニ

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た

り
、
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

ホ

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
を
契
約
の

履
行
に
当
た
り
、
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者

（ ）三

営
業
に
関
し
、
許
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
受
け
て
い
な
い
者

（ ）四

島
根
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

（ ）五

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

（ ）六

提
出
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
者

八

そ
の
他

資
格
審
査
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
島
根
県
立
中
央
病
院
事
務
局
総
務
課
（
電
話
〇
八
五
三－

三
〇－

六
四
三
五
）
に
す
る
こ
と
。

島
根
県
告
示
第
千
八
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所

簸
川
郡
多
伎
町
大
字
奥
田
儀
一
三
三
二
の
二
一
、
大
字
口
田
儀
一
八
〇
六
の
一
、
一
八
〇
八
、
二
一

八
八
の
一
、
二
一
八
八
の
二
、
大
字
小
田
二
七
二
八
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
多
伎
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
千
八
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所

能
義
郡
伯
太
町
大
字
下
十
年
畑
六
四
〇
の
一
、
八
束
郡
八
雲
村
大
字
熊
野
五
九
三
三
、
五
九
三
四
、

五
九
三
五
の
六
、
五
九
三
五
の
九
、
六
一
四
〇
、
六
一
四
一
の
三
、
六
一
四
二
の
一
、
六
一
四
二
の

二
、
六
一
四
五
、
六
一
四
六
、
六
一
五
一
の
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
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縦
覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
千
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所

能
義
郡
広
瀬
町
下
山
佐
一
〇
〇
五
、
一
〇
〇
七
か
ら
一
〇
一
二
ま
で
、
一
〇
一
二
の
一
、
一
〇
一
三

か
ら
一
〇
一
八
ま
で
、
三
一
七
一
か
ら
三
一
七
八
ま
で
、
三
一
八
〇
か
ら
三
一
八
四
ま
で
、
三
一
八

六
の
一
、
三
一
八
六
の
二
、
三
一
八
七
か
ら
三
一
八
九
ま
で
、
三
一
八
九
続
一
か
ら
三
一
八
九
続
八

ま
で
、
三
一
九
〇
か
ら
三
一
九
七
ま
で
、
三
一
九
九
か
ら
三
二
〇
四
ま
で
、
三
二
〇
五
の
一
、
三
二

〇
五
の
二
、
三
二
〇
六
、
三
二
〇
七
の
一
、
三
二
〇
七
の
二
、
三
二
〇
八
、
三
二
〇
九
の
一
か
ら
三

二
〇
九
の
三
ま
で
、
三
二
一
〇
か
ら
三
二
一
二
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
広
瀬
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
千
八
十
三
号

次
の
加
入
区
の
漁
業
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

加
入
区
の
名
称

魚
瀬
加
入
区

二

加
入
区
の
区
域

松
江
市
漁
業
共
済
組
合
の
地
区
の
区
域

三

漁
業
の
区
分

小
型
漁
船
漁
業
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
六
月
十
九
日
法
律
第

七
十
四
号
）
の
施
行
前
の
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
区
分

島
根
県
告
示
第
千
八
十
四
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認
定
を
し

た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

起
業
者
の
名
称

出
雲
市

二

事
業
の
種
類

市
分
庁
舎
整
備
事
業

三

起
業
地

イ

収
用
の
部
分

島
根
県
出
雲
市
今
市
町
北
本
町
二
丁
目
地
内

ロ

使
用
の
部
分

な
し
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四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

（ ）1

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

市
分
庁
舎
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
土
地
収
用
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
三
条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
「
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
庁
舎
等
」
に
該
当
す
る
た

め
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

（ ）2

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

起
業
者
は
一
般
会
計
に
よ
り
既
に
財
源
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の

要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

（ ）3

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
出
雲
市
中
央
部
の
今
市
町
内
に
出
雲
市
役
所
の
分
庁
舎
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

①

現
在
の
庁
舎
は
、
近
年
の
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
、
業
務
量
の
増
加
、
組
織
改
編
等
に

よ
り
事
務
室

会
議
室

駐
車
場
等
の
狭
隘
化
が
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
庁
舎
の
存
す
る
敷
地

で
は
そ
の
周
辺
の
状
況
か
ら
、
増
改
築
を
行
え
る
余
地
は
な
く
事
務
の
執
行
や
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
支
障
を
来
し
て
い
る
。
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
こ
れ
ら
の
大
幅
な
改
善
が
可
能
で

あ
る
の
で
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

②

他
方
、
起
業
地
の
選
定
に
当
た
り
社
会
的
条
件
、
技
術
的
条
件
及
び
経
済
的
条
件
等
を
比
較
衡

量
し
た
結
果
、
そ
れ
ら
の
要
件
を
も
っ
と
も
よ
く
満
た
す
も
の
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、

失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③

①
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と
②
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本
件
事

業
に
つ
い
て
は
、
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

④

ま
た
起
業
地
は
、
庁
舎
の
規
模
、
利
用
目
的
等
か
ら
勘
案
し
必
要
最
小
限
の
範
囲
と
認
め
ら
れ

る
。

よ
っ
て
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

（ ）4

土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
が
計
画
さ
れ
て
い
る
出
雲
市
を
含
む
二
市
五
町
で
は
、
財
政
基
盤
の
強
化
、
定
住
人
口

の
拡
大
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
等
の
目
的
の
た
め
、
合
併
を
目
指
し
て
い
る
。
本
申
請
以
前
か

ら
十
二
月
に
設
置
予
定
の
法
定
合
併
協
議
会
の
た
め
、
任
意
に
よ
り
設
置
し
た
合
併
協
議
会
で
準

備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
法
定
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
る
と
、
事
務
を
行
う
職
員

事
務
機

器
等
が
増
加
し
、
現
在
の
市
役
所
庁
舎
で
は
対
応
で
き
な
い
。

ま
た
、
出
雲
市
を
含
む
一
市
三
町
は
、
一
部
事
務
組
合
方
式
に
よ
り
介
護
保
険
の
事
務
を
行
っ
て

い
る
が
、
煩
雑
化
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
新
た
な
電
算
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
決
め
た
。
し

か
し
、
備
え
付
け
る
た
め
に
は
ま
と
ま
っ
た
広
さ
の
部
屋
が
必
要
で
あ
り
現
在
の
市
役
所
庁
舎
で

は
対
応
で
き
な
い
。

出
雲
市
は
、
古
く
か
ら
周
辺
地
域
の
政
治

経
済

文
化

交
通
の
中
心
で
あ
り
、
関
係
自
治

体
も
出
雲
市
内
に
こ
れ
ら
の
執
務
室
の
設
置
を
望
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
出
雲
市
に
は
芸
術

文
化
活
動
を
行
う
屋
内
施
設
が
不
足
し
て
お
り
、
住
民
は
多
大
な

不
便
を
被
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
、
本
件
事
業
は
早
急
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業
と
認
め
ら
れ
、
土
地
を
収

用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足

す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（ ）5

結
論

（ ）1
か
ら
（ ）4
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断

さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
の
認
定
を
す
る
も
の
で

あ
る
。

五

土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

出
雲
市
役
所

島
根
県
告
示
第
千
八
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

施
行
者
の
名
称

出
雲
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
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出
雲
都
市
計
画
公
園
事
業

二

二

五
二
号

宮
の
前
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

（ ）一

収
用
の
部
分

出
雲
市
今
市
町
字
塚
根
地
内

（ ）二

使
用
の
部
分

な
し

公

告

第
三
十
八
期
島
根
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員
は
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
七
日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と

な
る
の
で
、
労
働
委
員
会
委
員
の
推
せ
ん
方
法
（
昭
和
三
十
五
年
島
根
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号
）
第
三

号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、使
用
者
委
員
及
び
労
働
者
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

推
薦
期
間

平
成
十
五
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
八
日
ま
で

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
営

業
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
二
年
十
二
月
十
三
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

1

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号

有
限
会
社

鎌
田
建
設

2

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

浜
田
市
相
生
町
三
九
一
三

3

代
表
者
の
氏
名

鎌
田

賢
二

4

許
可
番
号

島
根
県
知
事
許
可
（
般

特－

一
二
）
第
三
一
三
六
号

三

処
分
の
内
容

1

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

土
木
一
式
工
事
の
営
業
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（ ）1

国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公

共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
又
は
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令

第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注
者
で
あ
る
も
の
。

（ ）2

そ
の
建
設
費
に
つ
い
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
（
（ ）1

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
「
補
助
金
等
」
と
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
補
助
金
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
交

付
す
る
給
付
金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）

2

期
間

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
三
年
二
月
二
日
ま
で

（
た
だ
し
、
松
江
地
方
裁
判
所
か
ら
執
行
停
止
の
決
定
が
あ
っ
た
た
め
、
執
行
停
止
解
除
後
の
期

間
は
、
平
成
十
四
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
十
六
日
ま
で
）

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

競
売
入
札
妨
害
事
件

有
限
会
社
鎌
田
建
設
の
元
代
表
取
締
役
は
、
平
成
四
年
七
月
十
三
日
に
執
行
さ
れ
た
浜
田
市
発
注

に
係
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
建
設
造
成
工
事
の
指
名
競
争
入
札
に
際
し
て
、
首
謀
者
で
あ
る
株

式
会
社
倉
本
組
の
代
表
取
締
役
、
有
限
会
社
朝
日
建
設
の
代
表
取
締
役
と
と
も
に
、
上
記
工
事
に

お
け
る
他
の
入
札
参
加
者
と
共
謀
の
上
、
公
正
な
る
価
格
を
害
し
、
か
つ
、
不
正
の
利
益
を
得
る

目
的
で
談
合
し
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
七
年
三
月
十
四
日
に
松
江
地
方
裁
判
所
か
ら
懲
役
六
月
（
執
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行
猶
予
二
年
）
の
判
決
を
受
け
、
平
成
十
一
年
六
月
十
六
日
最
高
裁
判
所
決
定
に
よ
り
、
そ
の
刑

が
確
定
し
て
い
る
。

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
発
区
域

八
束
郡
玉
湯
町
大
字
湯
町
三
一
七
番
地
一

外
一
筆

面
積

一
、
八
九
五

九
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

八
束
郡
玉
湯
町
大
字
湯
町
九
七
四
番
四
号

渡
部

義
久

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第

七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
又
は
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

津

田

和

美

一

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の

総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

一
二
、
一
七
四

二

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

一
六
八
、
一
一
六

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

八
束
第
一
選
挙
区

六
、
六
九
〇

八
束
第
二
選
挙
区

五
、
三
七
〇

八
束
第
三
選
挙
区

四
、
二
五
四

能
義
選
挙
区

四
、
〇
一
四

仁
多
選
挙
区

四
、
五
六
四

大
原
選
挙
区

八
、
六
一
一

飯
石
選
挙
区

五
、
八
五
七

簸
川
第
一
選
挙
区

七
、
二
四
一

簸
川
第
二
選
挙
区

三
、
九
四
〇

簸
川
第
三
選
挙
区

四
、
四
六
二

邇
摩
選
挙
区

二
、
五
二
〇

邑
智
選
挙
区

七
、
九
九
七

那
賀
選
挙
区

五
、
〇
八
一

鹿
足
選
挙
区

四
、
九
八
六

隠
岐
選
挙
区

六
、
八
三
〇

松
江
選
挙
区

三
八
、
九
三
四

浜
田
選
挙
区

一
二
、
二
六
七

出
雲
選
挙
区

二
二
、
七
三
八

益
田

美
濃
選
挙
区

一
四
、
五
二
八

大
田
選
挙
区

九
、
二
〇
三

安
来
選
挙
区

八
、
一
七
四

江
津
選
挙
区

六
、
七
六
二

平
田
選
挙
区

七
、
八
八
一
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四

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る

者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

一
六
八
、
一
一
六

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
印
刷

平
成
十
四
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